
理

由

都
市
機
能
の
高
度
化
及
び
居
住
環
境
の
向
上
を
図
る
た
め
、
国
土
交
通
大
臣
に
よ
る
民
間
都
市
再
生
事
業
計
画
の
認
定
を
申

請
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
限
の
延
長
、
防
災
街
区
整
備
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
い
て
建
築
物
の
容
積
を
配
分
す
る
制
度
の
創

設
、
市
町
村
に
よ
る
国
道
又
は
都
道
府
県
道
の
管
理
の
特
例
措
置
の
拡
充
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の

法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


